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新たな専門医に関する仕組みについて（専門医の在り方に関する検討会（髙久史麿座長） 報告書 概要）

新たな専門医に関する仕組みは、専門医の質を高め、良質な医療が提供されることを目的として構築。

＜専門医の質＞ 各学会が独自に運用。学会の認定基準の統一性、専門医の質の担保に懸念。
＜求められる専門医像＞ 専門医としての能力について医師と国民との間に捉え方のギャップ。
＜地域医療との関係＞ 医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療を巡る重要な課題。

（中立的な第三者機関）
○中立的な第三者機関を設立し、専門医の認定と養成
プログラムの評価・認定を統一的に行う。

（専門医の養成・認定・更新）
○専門医の認定は、経験症例数等の活動実績を要件と
する。

○広告制度(医師の専門性に関する資格名等の広告)を見
直し、基本的に、第三者機関が認定する専門医を広
告可能とする。
（総合診療専門医）
○「総合診療専門医」を基本領域の専門医の一つとし
て加える。

現状

新たな仕組みの概要

H25.4.22
視点

○専門医の質の一層の向上（良質な医療の提供） ○医療提供体制の改善

（地域医療との関係）
○専門医の養成は、第三者機関に認定された養成プログラム
に基づき、大学病院等の基幹病院と地域の協力病院等（診
療所を含む）が病院群を構成して実施。

（スケジュール）
○新たな専門医の養成は、平成２９年度を目安に開始。研修
期間は、例えば３年間を基本とし、各領域の実情に応じ設
定。

期待される効果

（基本的な考え方）
○国民の視点に立った上で、育成される側のキャリア形成支援の視点も重視して構築。
○プロフェッショナルオートノミー（専門家による自律性）を基盤として設計。

新たな専門医制度の基本設計
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消化器病 、 循環器 、 呼吸器 、 血液 、 内分泌代謝 、糖尿病 、 腎臓 、 肝臓 、 アレルギー 、
感染症 、 老年病 、 神経内科 、 消化器外科 、 呼吸器外科 、 心臓血管外科 、 小児外科 、
リウマチ 、 小児循環器 、 小児神経 、 小児血液 ・ がん 、 周産期 、 婦人科腫瘍 、 生殖医療 、
頭頚部がん 、 放射線治療 、 放射線診断 、 手外科 、 脊椎脊髄外科 、 集中治療

○専門医の領域は、基本領域の専門医を取得した上でサブスペシャルティ領域の専門医を
取得する二段階制を基本とする。

○専門医の認定は、経験症例数等の活動実績を要件とし、また、生涯にわたって標準的な
医療を提供するため、専門医取得後の更新の際にも、各領域の活動実績を要件とする。

○広告制度（医師の専門性に関する資格名等の広告）を見直し、基本的に、第三者機関が
認定する専門医を広告可能とする。

専門医の領域、認定・更新 専門医の在り方に関する検討会報告書（平成25年4月22日）より
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平成25年４月 厚労省 「専門医の在り方に関する検討会報告書」取りまとめ

平成26年５月 機 構 一般社団法人日本専門医機構設立

平成28年２月～ 地域医療の関係者から、医師偏在の懸念が示される

６月７日 日 医
・四病協

「新たな専門医の仕組みへの懸念について」 ※専門医機構及び基本領域学会に対する要望書

６月７日 大臣談話

６月27日 機 構
社員総会を開催し、新理事を選出

→ 学会中心の体制から、地方自治体、患者・国民の代表など、幅広い関係者の体制に

７月20日 機 構 「専門医研修プログラムと地域医療にかかわる新たな検討委員会」（精査の場）を開催

11月18日 日 医 「要望書」 ※専門医機構に対する要望書（新たな整備指針に関する要望）

12月16日 機 構

社員総会を開催し、「専門医制度新整備指針」を決定

平成29年３月17日 機 構 理事会を開催し、新整備指針の運用細則および補足説明を決定

４月12日 市長会
「国民不在の新専門医制度を危惧し、拙速に進めることに反対する緊急要望」 ※厚生労働大臣に対する要望書
（２月に全国医系市長会から厚生労働大臣に対して同趣旨の要望あり）

４月24日 厚労省 第１回「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会」開催

６月２日 機 構 理事会を開催し、「専門医制度新整備指針（第二版）」を決定

７月７日 機 構 理事会を開催し、新整備指針の運用細則の修正を決定

８月２日 大臣談話 「新たな専門医制度」に対する厚生労働大臣談話を公表

８月～９月 機 構 研修プログラムの認定に際し、各都道府県協議会と協議

10月10日 機 構 平成30年度の研修開始に向け、専攻医の仮登録開始

今後の予定（案） ※平成30年４月研修開始（予定）

新たな専門医の仕組みの経緯

・一度立ち止まり、地域医療、公衆衛生、地方自治、患者・国民の代表による幅広い視点を加えた検討の場を新たに設置

・新たな検討の場で、医師及び研修医の偏在が深刻化しないかどうか集中的に精査

・平成29年度は新プログラムを認定せず、平成30年度を目途に一斉に開始

「要望書の趣旨を理解するとともに、専門医機構と学会が、地域医療関係者や自治体等の意見を真摯に受け止め、なお
一層の取組をすることを強く期待。」

・基幹研修施設の基準を、原則、大学病院以外の医療機関も認定される水準とする

・機構は、研修プログラムの認定に際し、都道府県協議会に事前協議

・妊娠、出産、育児等の理由による研修中断に柔軟に対応 等

○ 新たな専門医の仕組みについては、地域医療へ与える影響への懸念を踏まえ、養成開始を１年延期し、
平成30年度からの開始に向けて、日本専門医機構において準備中である。

○ 新たな専門医の仕組みの実施に当たって、医師が偏在することなく専門医の質を高める体制が構築される
よう、各都道府県に設置される協議会において、地域医療確保の観点から、関係者間で協議を行う。

○ 都道府県協議会は、プログラムの認定に当たって、地域医療提供体制を現状より悪化させることがないか
協議し、日本専門医機構が調整を行う。また、プログラム認定後も、運用実績を踏まえて協議し、日本専門医
機構が調整を行い、必要な改善を図る。

新たな専門医の仕組みにおける都道府県協議会について

連携施設

都道府県

市町村

医師会 病院団体

意見・協議

地域医療確保の
観点から
協議

大学

基幹施設等

各学会

研修プログラムの運用実績等
の情報提供

ローテート
しながら

研修

研修プログラムを
認定

研修プログラムを
申請都道府県協議会

（参考）「専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県の役割等について」
（平成29年６月27日付医政医発0627第2号厚生労働省医政局医事課長通知）

「専門医制度新整備指針（第二版）」（平成29年６月）- 191-
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【県が求められている協議】 

 

１ 概要 

一般社団法人日本専門医機構又は基本領域学会がプログラム整備基準に基づ

き作成する専門研修プログラムを定め、又は変更する場合には、あらかじめ、厚

生労働大臣の意見を聴かなければならない。 

 

２ 医師法第 16 条の８の規定に基づく専門研修に関する協議方法等 

（１）日本専門医機構及び基本領域学会から国及び都道府県への情報提供 

   研修プログラムの内容（基幹施設・連携施設ごとの施設名・指導医数等） 

（２）国から都道府県への協議 

  地域医療対策協議会において、３のとおり確認し、医療提供体制の確保に与

える影響への配慮の観点から改善を求める事項がある場合、地域医療対策協

議会の意見を聴いた上で、研修プログラムごとに規定の様式により厚生労働

省に提出する。なお、当該事項は（１）提供された情報の修正又は運用の改善

を伴う意見に限られる。 

（３）国から日本専門医機構及び基本領域学会への意見 

  都道府県の意見を国において集約し、医道審議会医師分科会専門研修部会

に協議した上で、日本専門医機構及び基本領域学会へ意見を提出する。 

 

３ 都道府県での確認事項について 

日本専門医機構及び各学会から提出された情報について、次に掲げる条件を

満たすことなどにより、地域の医療提供体制に影響を与えるものではないこと

を確認する。 

① 従来の学会認定制度において専攻医を養成していた医療機関が、専攻医の

受入れを希望する場合は、連携施設となっていること。 

② 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、麻酔科及び救急科につ

いては、都道府県ごとに複数の基幹施設が置かれていること。 

③ 次の場合には、研修プログラム制と同等の当該分野全般にわたる症例を経

験し専門医育成の教育レベルが保持されることを条件に柔軟な研修カリキュラ

ム制による専門研修を行うなど、柔軟に対応を行うこと。 

・ 出産、育児、介護、留学など、相当の合理的な理由がある場合 

・ 修学資金を貸与した地域枠医師などにおいて必要と考えられる場合 

④ 連携施設での研修は原則一か所につき３か月未満となっていないこと。 
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